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意見聴取の方法意見聴取の方法

【意見聴取の対象者】
1）学識経験を有する者
2）関係住民
3）関係県知事及び関係市町長

【意見聴取の手順】
●それぞれの対象者から個々に実施
●透明性・公平性の確保に留意

１．基本的な考え方

●学識経験者から構成される「江の川河川整備懇談会
（仮称）」を設置し、意見聴取

●懇談会は公開とし、会議資料、議事録は後日、浜田河川
国道事務所及び三次河川国道事務所ホームページに掲載

●懇談会会場は、江の川周辺の公共会議場等を活用

●「江の川のこれからを考える会（仮称）」の開催、
アンケートの実施等により広く積極的に意見を聴取

●「江の川のこれからを考える会（仮称）」は、流域内
（国管理区間）の島根県江津市,川本町,美郷町・邑南町
広島県三次市,安芸高田市の５箇所で開催

●アンケートは、事務所ホームページや新聞折込、小学校
等を通じた配布により実施

●河川整備計画案に対する意見聴取など適宜実施

２．意見聴取の方法

1）学識経験を有する者からの意見聴取（河川法16条の2）

2）関係住民からの意見聴取（河川法16条の2）

3）関係県知事及び関係市町長からの意見聴取（河川法16条の2）
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アンケートの実施方法（その１）アンケートの実施方法（その１）

●治 水：現状整備での洪水に対する不安度を把握、
ハード整備、ソフト対策の必要性について問う

●利 水：生活用水量の満足度を把握、
渇水対策の方策について問う

●河川環境：河川環境の満足度を把握、
保全・整備方針について問う

●河川利用：河川利用の満足度を把握、
必要と考えられる整備や改善策について問う

江の川水系（国管理区間）の現状と課題及び河川整備に
対する意見を幅広く住民から聴取

１．目的

国管理区間の江の川沿川に在住の住民

２．アンケート対象者

江の川の概要を掲載したアンケート票（Ａ３版）

３．配布資料

平成２３年１月～平成２３年２月

５．集約期間

1）新聞への折り込み
2）小学校を通じた保護者への配布
3）公共機関等に常設

６．配布方法

４．アンケート内容
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アンケートの実施方法（その２）アンケートの実施方法（その２）

●対象：国管理区間の江の川沿川に所在する小学校の
保護者

●島根県：江津市,川本町,美郷町,邑南町
●広島県：安芸高田市,三次市

７．対象範囲

1）新聞折り込みエリア

2）小学校を通じた配布

●常設場所
○島根県
・江津市：市役所,桜江支所
・川本町：町役場
・美郷町：町役場,大和事務所
・邑南町：町役場,瑞穂支所,羽須美支所
・国土交通省：浜田河川国道事務所,江の川下流出張所,

川本出張所
○広島県
・安芸高田市：市役所,八千代支所,高宮支所,甲田支所
・三次市：市役所,布野支所,作木支所
・国土交通省：三次河川国道事務所,土師ダム管理所,

灰塚ダム管理支所,三次出張所,
吉田出張所,三次国道出張所

3）公共機関等に常設
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